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建築法体系勉強会とりまとめ 

～建築法体系の見直しに向けた基本的視点～ 

 

Ⅰ はじめに 

 

 本勉強会は建築物の質の確保・向上に向け、建築基準法などの建築法体系全体の目指すべ

き基本的方向を整理することを目的として、建築行政を所管する国土交通省により設置され、

平成 23(2011)年 2 月以来、計７回に渡り議論を重ねてきた。本とりまとめは勉強会として、

建築法体系を今後見直していく際に留意すべき基本的視点に関し論点整理を行ったものであ

る。 

 

Ⅱ 検討経緯 

 

第一回及び第二回の勉強会において検討事項、進め方等に関し意見交換等を実施した上で、

三回目以降は①～④の審議事項等に関し、事務局からの関連基礎データ等の報告及び委員

からの関連意見表明を行った上で、建築法体系の見直しに向けた基本的な視点に関し議論

を行った。 

 

○第一回（平成 23(2011)年 2 月 2 日）検討事項、進め方等に係る意見交換 

○第二回（同年 5月 13 日）検討事項、進め方等に係る意見表明等 

○第三回（同年 7月 20 日）審議事項①に係る報告、意見表明等 

○第四回（同年 10 月 3 日）審議事項①及び②に係る報告、意見表明等 

○第五回（同年 11 月 7 日）審議事項③に係る報告、意見表明等 

○第六回（平成 24(2012)年 1 月 12 日）審議事項④に係る報告、意見表明等 

○第七回（同年 3月 1日）論点整理 

 

審議事項 ① 建築物の質の確保に向けた基準体系のあり方 

② 整備段階における質の確保を担保する仕組みのあり方 

③ 利用段階における質の確保を担保する仕組みのあり方 

④ 建築物の質の向上に向けた専門家の資質確保方策、情報の非対称性解消方策

等のあり方 

 

Ⅲ 建築法体系の見直しに向けた基本的視点に係る論点整理（案） 

 

事務局の設定した審議事項等に対する委員の意見表明等を踏まえ、①建築法体系の現状

と課題、②目指すべき基本的方向、③建築法体系の今後の基本的あり方と関連して検討す

べき課題に関し、以下、現行の法体系の概要を簡単に確認した上で論点を整理する。 

 

資料５－１ 
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１ 現行建築法体系の概要の確認 

 

（１）建築関係法令 

建築に関係する法令としては、国民の生命、健康及び財産の保護を図るために建築物の

敷地、構造、設備及び用途に関する 低の基準を定める建築基準法が文化財等を除くすべ

ての建築物の質の確保に関する基本的な法律として機能している。 

建築基準法は、大正 8（1919）年に制定施行された市街地建築物法を前身として昭和 25

（1950）年に制定施行された。市街地建築物法は特殊建築物等を建築する場合に建築許可

処分を課していた点などは現行制度と異なるものの、用途規制、接道義務、建築物の構造・

設備・敷地に関する衛生上・保安上等の規制など現行制度と類似の規制内容を含んでいた。 

この他、建築物を整備する際に建築物の敷地、構造又は建築設備が適合すべき基準を定

め、建築基準法に基づく建築確認検査の際に適合性がチェックされる規定（建築基準関係

規定）を定めた法律として、消防法、都市計画法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律など１８の法律がある。これらの法律のうち都市計画法などは土木等建

築以外の分野も含めて対象となる。 

低基準としての規制以外の目的で建築物の構造、設備等に関する基準を規定する法律

としては、建築物の耐震性の向上を図ることを目的とする建築物の耐震改修の促進に関す

る法律、住宅の性能に関する表示基準･評価制度等を規定する住宅の品質確保の促進等に関

する法律及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律があり、さらには建築物に加え、輸

送、工場等も対象とするエネルギーの使用の合理化に関する法律が存在する。 

また、これ以外に建築関係の資格を定める法律として、建築物の設計、工事監理等を行

う技術者の資格を定める建築士法、さらには関連業を規制する法律として、建設業法、宅

地建物取引業法などがある。 

 

（２） 建築規制等の仕組みの概要 

建築規制等を構成する主要な法制度である建築基準法（文化財等以外のすべての建築物

に関し 低基準を定め、当該基準への適合性を担保するための審査･検査手続等を規定）及

び建築士法（建築物の設計図書を作成する設計、工事と設計図書を照合する工事監理を行

う者に関する資格制度を規定）に基づき、建築物の整備及び利用の各段階において適合さ

せることが求められる基準や、関連の手続等の概要は以下の通りである。 

① 建築基準の概要 

 建築基準法に基づく建築基準関連規定には、個々の建築物に着目して構造等に制限を

課して地震、火災等に対する安全性等を確保する観点から定められている、いわゆる単

体規定と、主として都市計画区域内における用途、接道、容積、高さなど、市街地にお

いて集団的に立地する建築物に関する制限を定めている、いわゆる集団規定がある。 

単体規定に関しては、各地方の気候風土の特殊性や特殊建築物の用途等に応じ、建築

制限を地方公共団体の条例により附加できるなど、地方の実情を踏まえた規制の強化等

が可能である。また、原則として都市計画区域内において適用される集団規定について
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は、地方公共団体が都市計画で用途地域を設定し、各地域における容積、建ぺい等につ

いても建築基準法に定める選択肢の中から選択し、都市計画において定めることとされ

ており、地区計画や個別特例許可などにより地域の実情に応じた地方公共団体の判断に

よる規制の強化等が可能である。  

② 計画･施工･利用の各段階に適用される規制手続、関連資格制度等の概要 

建築基準法に基づき、建築主は工事着手前に建築計画が建築基準関係規定に適合して

いる旨の確認を受け、工事完了時（及び必要に応じ工事の途中段階）において建築物及

びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか検査を受ける必要がある。 

当該確認及び検査に関しては、建築主事に加え、指定確認検査機関も担うことができ

る仕組みに平成 11（1999）年に移行（民間開放）し、民間機関の体制整備が図られた

結果として、移行当時３割程度であった確認件数に対する工事完了時の検査件数の比率

は約９割となっている。 

 また、設計･工事監理の的確な実施による建築物の品質確保に向け、建築士法に基づ

き①建築士の資格（学歴･実務経験･試験登録･定期講習）を定め、一定の建築物の設計・

工事監理は必ず建築士が担うこととして、設計及び工事監理への専門家の関与を義務付

けるとともに、②建築士を使用して他人の求めに応じ報酬を得て、業として設計等を営

む場合には業規制の観点から建築士事務所の登録を課し、技術的事項を総括する専任の

管理建築士を必置とするとともに、③所属建築士による建築主への重要事項説明等を義

務付けている。 

 平成 17（2005）年に発生した構造計算偽装問題で明らかとなった課題に対応するた

め、平成 18（2006）年に建築基準法、建築士法等が改正され、確認検査制度の厳格化

の一環として、一定の高さ以上等の建築物について指定構造計算適合性判定機関による

構造計算適合性判定が義務付けられるとともに、設計の際に構造･設備の分野に関し高

度な専門能力を必要とする一定の建築物の構造設計･設備設計に関し、構造設計一級建

築士･設備設計一級建築士の関与が義務付けられた。さらに、建築士事務所に所属する

建築士に３年ごとに法令改正内容や 新技術等に関する講習の受講を義務付け、当該講

習の受講状況や、行政処分・業務実績等の履歴に係る資格者の履歴情報開示制度を設け

るとともに、建築士事務所の業務報酬基準に関しても標準業務等に係る見直しが行われ

た。 

 なお、工事段階の品質確保に関しては、建設業法において建設業の許可、主任技術者

及び監理技術者の設置等の規制が設けられている。 

整備後の利用段階において建築物を常時適法な状態に維持するためには、建築物の所

有者、管理者又は占有者（所有者等）による的確な維持保全を確保する必要がある。こ

のため、建築基準法に基づき、所有者等に対し維持保全の努力義務を課すとともに、適

法性の確保のために特殊建築物等に関する定期調査報告制度（建築物の構造･設備を定

期に所有者が専門資格者に調査させ、その結果を特定行政庁に報告する制度）及び昇降

機等に係る定期検査報告制度が設けられている。 

 



4 
 

２ 建築法体系に係る現状と課題 

 現行の建築法体系の根幹を構成する建築基準法及び建築士法は戦後復興期に制定され、

その後の社会情勢の推移に応じて規定の整備がなされてきたが、急激な技術革新、国際化

等の進展に伴い、社会の要請に必ずしも即応し得る体系となっていない。このため、これ

らの建築規制等を中心に、関連実態データや現状及び関連課題に関して、勉強会等におい

て指摘された内容を整理する。 

(1) 建築規制等の内容 

 建築基準法の制定後 60 年以上が経過し、事故・災害の発生等に対応して、その都度、

法律・政令・告示を改正し条項の追加・削除がなされてきた結果として、基準の階

層構造･規定内容等の体系化が不十分なために複雑で判りにくいものとなっており、

体系化された簡潔なものにする必要があると指摘された。 

 具体的には事故、災害の発生等に対応して、その都度建築基準を見直してきた結果

として、規制の趣旨、導入時期などの事情により、規制項目毎に法律・政令・告示

で規定される内容の性格・範囲（性能項目、性能基準、検証法、適合仕様等）が異

なっていることが基準体系を判りにくいものとしている。また、規定が詳細に過ぎ

る部分があるなど、規定ぶり及び内容に関し整合性が確保されていない部分がある

と指摘された。 

 さらに、 低基準として建築物全体に求められる状態（性能）が明確化されずに、

仕様的な規制のみが定められる項目が多数存在するなど、性能規定化が一部の規定

に留まっていることも基準体系をわかりにくくし、さらに建築関連技術の発展や社

会的要請の高度化・多様化に対応した民間主体の取組が技術基準に反映されず、本

来同等の性能を有する代替仕様等を設計者が採用しにくい原因となっている。 

 なお、人が乗り込んだ状態で稼働する昇降機や遊戯施設などに関しては、構造、設

備等ハード面の安全対策に加え、適切な保守点検･運行管理の徹底による安全性の確

保が求められるものの、現行の建築基準体系は安全装置に関する基準等ハード面の

安全対策が中心で、保守点検･運行管理に関する基準体系の整備は不十分な状態にあ

る。 

 現行制度上も、集団規定の制限内容は地方公共団体が都市計画において定めること

とされており、地域の実情を踏まえた単体規制の強化等も地方が行えることとなっ

ているが、行政庁の政策判断や地域住民の意向が個別計画により一層反映されるよ

う、集団規定は市区町村の政策判断で行えるようにすべき、あるいは、単体規定を

含め個々の建築行為に適用される基準が自治体単位で意思決定される仕組みを導入

すべきとの意見があった。 

 

(2) 建築物の整備の際の品質確保に向けた規制、資格制度 

① 建築確認検査制度 

【確認検査の実施体制】 

 現在、年間約五十数万件の確認件数の約４分の３は指定確認検査機関が担っており、
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確認検査の民間開放は執行体制の充実（開放以前は 1900 人弱の建築主事で対応して

いたのが平成 21（2009）年度末時点で指定確認検査機関の確認検査員約 2200 人、建

築主事約 1700 人で対応）による確認検査に係る行政側の負担軽減や、手続を透明化

させる効果もあったと指摘された。 

 さらに、審査権限が各地域毎に単一主体により独占されている場合に比べ、審査能

力の向上や手続の迅速化を図るインセンティブが機能するようになったとも指摘さ

れた。 

 景観行政、違反建築物対策など行政特有の業務に重点的に取り組む必要性は高まっ

ているものの、民間開放に伴い行政庁の取り扱う確認･検査件数が減少する中で、確

認検査業務に従事する行政庁職員は減少の一途をたどっている。結果として、人口

25 万人以下又は小規模な建築物のみを扱う特定行政庁においては、一人の建築主事

で複数又は全ての分野の審査を担当することも多く、行政側の技術的審査能力をい

かに維持するかが課題であると指摘された。 

 一方、指定確認検査機関に関しては、同一業務エリアにおいて複数の指定確認検査

機関が競合する結果として、審査･検査に要する時間及び費用の低減を求める建築主

の意向に左右され、審査･検査の質の低下につながるリスクが増大すると指摘された。

指定確認検査機関が確認を行った案件に関し、機関から確認審査報告書の提出を受

けた特定行政庁が、当該案件の計画が建築基準関係規定に適合しない旨の通知を行

い、確認済証を失効させた事例が年平均５０件以上存在するなど、指定機関による

適切な審査が確保されていない事例が相当数発生している。 

 また、行政庁及び指定機関など審査主体に対するヒアリングでは、耐火性能検証法

など高度な検証方法を用いている計画や、昇降機の安全装置や浄化槽の構造など専

門性の高い分野については、現行の審査検査体制では実質的に制御することが困難

と回答されており、このような分野に関し、いかに的確な審査･検査を確保するかが

課題となっている。 

【構造計算適合性判定】 

 構造計算偽装問題に対応して導入された構造計算適合性判定に関しては、別々の主

体によるダブルチェックへの対応を回避するため、不経済な設計を促進しており対

象を見直すべきとの指摘や、手続負担軽減に向けワンストップ化を図るべきとの指

摘がなされており、法定基準への適合性のみを判定する構造計算適合性判定制度は

不要との意見もあった。一方で、第三者チェックの制度趣旨やエンドユーザー保護

の観点から見直すべきでないとの指摘がなされてきた。 

【計画変更に係る手続】 

 現行の確認検査制度上、確認を受けた計画内容を着工後に変更する場合、一定の軽

微な変更を除き、改めて変更計画が建築基準関係規定に適合する旨の確認を受けて

から変更部分の工事を行い、工事完了後に検査を受ける必要がある。 

 当該仕組みに関し、工事着手前に計画内容の法適合性の確認を受ける事前確認制度

の趣旨からやむを得ないとする意見があった一方で、内装仕上げ等施工時に変更が
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多い内容について計画変更の手続きを合理化すべきとの指摘がなされてきた。 

【違反建築物対策】 

 行政庁固有の業務である違反建築物対策に関しては例えば発見の困難な違反事項ほ

ど、法律に定める刑罰を重くし、違反を抑止すべきとの指摘があった。一方、刑罰

の強化よりも業務停止等の行政処分の強化を通じた対応を求める指摘等もなされて

いる。 

 

② 資格制度 

 建築士事務所へのアンケート調査によれば、建築士事務所の相当割合（調査回答事

務所の約半数）は技術系所員が１名であるなど零細なものが多く、構造・設備等の

分野を再委託しているケースも多い。 

 建築確認検査主体に対するアンケート調査によれば、意匠・構造・設備の分野間の

調整が的確になされず、設計図書間の不整合等の不備が発生しており、当該不整合

に起因する施工段階での調整が発生していると施工者側もヒアリングにおいて指摘

している。結果として、施工段階においても設計者と施工者との間で相談しつつ分

野間の調整がなされていると指摘された。 

 設計図書の完成度が低いこと及び工事監理における専門分化の進行等により工事監

理が十分に機能していないことの結果として、建築確認検査主体に対するヒアリン

グ結果によれば、相当割合の物件において確認申請図書と施工内容の相違について

検査の際に指摘を受けているなど、施工段階における品質管理が必ずしも的確に実

施されていない。 

 設計の質の向上を図るためには担い手である資格者の資質の確保･向上が肝要とな

る。組織内の職階等の人事・給与体系を専門家としての資質向上を促す仕組みとす

ることが一定程度有効と考えられるが、そのような対応が困難である零細組織に所

属する資格者の資質確保向上をいかに促すかが課題と指摘された。 

 また、資格者の資質や社会的信用の確保に向け、資格者関係団体の中には職業能力

開発に向けた研修の実施、行政処分対象者や施主との契約トラブルの原因者となっ

た会員に対する懲戒、建築主等からの苦情解決業務等を実施している団体もあるが、

必ずしも十分とは言えない状況にある。 

 なお、発注者、設計者、施工者において多様化、専門分化等が進行する中で、関係

者間での役割･責任分担が的確になされていないケースが発生しているなど建築生

産の実態等を把握した上で的確な品質管理の確保に向け各種制度のあり方を検討す

べきとの指摘がなされた。 

 

(3) 利用段階における的確な品質管理確保対策 

【維持保全・改修等】 

 建築物の質の確保･向上は本来、整備･取引段階における消費者（建築主･購入者･利用

者）の合理的選択行動（例えば第三者が建築物の質を評価した結果が市場に提供され、
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消費者の選択行動による価格への反映等を通じ、結果的に低品質物件が淘汰される）

及び利用段階における所有者等の責任による的確な維持保全、改修等所有者等を通じ

て推進することが効率的かつ効果的である。 

 建築主・所有者等が発注、維持保全・改修、消費等の際に合理的な判断を行うために

は、建築物の質等に関する正確な知識が本来必要となる。しかしながら建築物は物件

毎の個別性が強いことに加え、求められる性能･品質が高度化･多様化する中で、消費

者が必要な知識を収集･理解することは難しく、結果として生産供給側との間に情報の

非対称が存在するため、合理的な判断を妨げていると指摘された。消費者の選択行動

を支援する立場から提供される、十分で正確な情報を消費者が入手できる環境が整備

されていないため、限られた取引等の機会に消費者が専門知識を習得することは現実

的に困難であるとの指摘もあった。 

 整備･取引段階において消費者が住宅の性能に関する信頼性の高い情報を入手できる

環境の整備については、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示

制度や、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の

認定制度などが設けられており、新設住宅の２割強において住宅性能表示制度が利用

されるなど、消費者の合理的な選択行動を通じた住宅の質の確保に向け、一定程度機

能している状況にある。 

 一方、住宅以外の建築物については法定の性能評価･表示制度がなく、環境性能を評価

する任意の仕組みが一部活用されているが、十分に普及していない状況にある。 

 住宅が量的に充足し、人口・世帯減少社会の到来を控える中で、建築ストックの質を

維持しつつ有効活用を図っていくことが求められている。建築ストックの不良化を防

止するためには、当該ストックの所有者が適切な維持保全･改修を行う必要があるが、

行政庁に提出された定期調査報告書に係るサンプル調査によれば、建築物の敷地、構

造、建築設備等を常時適法な状態に維持するための維持保全に関する計画の作成率は

約２割と、維持保全の計画的な実施が確保されているとはいいがたい。 

 なお、特定行政庁が指定する一定の建築物、昇降機、建築設備の所有者等は建築基準

法上、専門技術資格者に調査、検査をさせた上で特定行政庁に定期的に報告すること

が義務づけられており、当該制度は外壁の状況や機器の作動状況の把握を通じ、補修、

部品交換等メンテナンスの必要性を所有者等が認識する契機ともなる。 

 しかしながら、平成 22（2010）年度に報告が必要な件数に対する実際に報告がなされ

た件数の割合は、建築物で約 7 割、昇降機で約 9 割、その他の建築設備で約 3 分の 2

となっている。 

 現行の建築規制等の体系は新築等工事の際の基準適合性確保を主眼とする体系となっ

ており、現行基準に適合しない既存不適格建築物についても工事の機会等をとらえて

解消を図る仕組みとなっている。当該仕組みは既存不適格建築物の増改築を阻害する

側面等を有しているとの指摘や、既存建築物の改修の円滑化に向けた法整備が必要と

の指摘がなされた。一方で、現行の構造規定に適合しない建築物が残ることをどこま

で許容するのかについて社会的コンセンサスの形成がそもそも必要との指摘もなされ
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てきた。 

 また、住宅リフォーム工事に関しては建築確認申請を要する 10 ㎡超の増改築を伴わな

い工事が大部分であり、過半が建設業法上の許可を要しない 500 万円未満の工事とな

っており、２階建て木造住宅に係る 100 ㎡以下の部分のリフォームの設計･工事監理は

建築士でなくともできるなど、リフォーム工事の相当割合は無資格者が特段の手続を

経ることなく実施でき、結果として不適切な工事の発生につながっていると指摘され

た。 

【不良化した建築ストックへの対応】 

 住宅の空き家率が 13％に達する中、維持保全が適切に行われずに質が低下し、結果と

して、保安上危険、あるいは衛生上有害な状態に至るケースが発生しており、保安上

危険である等の理由で行政庁から必要な措置を講じるよう勧告･命令等を受ける案件

は年間 10～30 件程度に上っている。建築ストックの成熟化が進行する中、今後はその

ような不良化した建築ストックの解消を強力に推進する必要があると指摘された。 

【昇降機･遊戯施設に係る事故等への対応】 

 昇降機･遊戯施設等は製品が高度化、複雑化している上にハード面の安全対策に加え、

適切な保守点検･運行管理が徹底されなければ安全性が確保されない側面を有する。さ

らに事故の再発防止に向けては、製造者や保守管理者に所要の対応を求める必要があ

る。しかしながら、現行法制上行政庁は建築物の所有者･管理者に対しては報告徴収、

是正命令等が行えるものの、製造者や保守管理者に直接命令等は行えず、製造者･保守

点検業者等を監督する仕組みが欠落している。また、再発防止策の策定に向け、事故

発生時には迅速に原因の調査究明を行う必要があることから、警察との連携関係を構

築しつつ、国の審議会の委員等による事故発生直後の現地調査や、事故機の再現試験

等により事故発生原因の解明を図っているが、現行制度上建築物等に係る事故発生時

に国が直接調査を行う権限が法制上位置づけられていないため、関係者の協力が得ら

れない場合に機動的な調査の実施が困難となるおそれがある。 

 

３ 建築法体系の見直しに関し目指すべき基本的方向 

 ２の課題、指摘等を踏まえ、真に必要な範囲については行政が関与しつつ、所有者等に

よる的確な維持保全等の取組を引き出し、効果的、効率的に建築物の質の確保･向上を図る

ため、以下の基本的方向に基づき建築基準法等の法体系の見直しを行うべきである。 

 

(1) 時代の変化に対応したわかりやすい規制体系への移行 

建築関連技術の発展、社会的要請の高度化、建築物の活用形態の多様化等に対応した民

間による様々な取組の円滑化に向け、新たな技術の導入や設計の自由度の向上が促進さ

れる明確かつ柔軟な規制体系への移行を目指す。 

 

(2) 実効性が確保され、かつ、効率的な規制制度への見直し 

整備・利用の各段階において安全性等建築物の質の確保を担保し、地域の実情が的確に
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反映され、かつ、手続も迅速になされるなど、実効性と効率性が両立する規制制度の構

築を目指す。 

 

(3) 専門家の資質確保・向上に資する資格制度への見直し 

建築物の設計、施工、検査等に関与する専門家の資質の確保・向上を通じ、建築物の質

の確保・向上が図られるよう、資格制度を見直す。 

 

(4) 所有者等が的確に判断できる法体系への見直し 

専門家等の提供する情報に基づき、所有者等が建築物の質の確保・向上に的確に努める

ことのできる環境が整備されるよう、関連制度を見直す。 

 

４ 建築法体系の今後の基本的見直し方向及び関連検討課題 

 以下においては、建築規制等を構成する主要な制度の見直し方向と関連して検討すべき

課題等について具体的に整理する。 

(1) 建築規制に係る項目･内容の再検証 

【規制項目の再検証】 

規制項目に関し行政が関与・責任を持つべき範囲を明確化した上で、現行の規制項目

のうち公的関与を廃止すべき項目及び事故･災害等の状況を踏まえ規制を追加する必要

のある項目を検討し、引き続き規制等を行う範囲についても性能基準体系としてのあり

方を再検証する。このため、以下の点について検討すべきである。 

 廃止又は追加する項目に関し、規制対象から外した場合、あるいは規制対象に追加

した場合の功罪を含め検討した上で具体的方針を決定する必要がある。 

 なお、建築物の質の確保自体を情報公開、専門家の説明責任に支えられた仕組みに

移行させるとの提案や、専門家が問題を起こした場合の手当は保険で対応すれば良

いとの提案もあったが、生命・財産の安全性に関する制度・法規のあり方そのもの

に関わる問題であり、国民の理解を得られるかどうか慎重な検討を要する。なお、

保険機能の活用による質の確保についても検討する必要があり、そのような保険が

機能しているフランスは分離発注の下で保険会社が設計者･施工者等の間の責任分

担等の調整機能を担っていることなどを念頭に、日本においても成立し得る仕組み

か否か検討する必要がある。 

【規制内容（基準体系）の再検証】 

規制項目毎に法律･政令･告示で規定される内容の性格･範囲が異なり、部分的にしか

性能規定化されていないことが基準体系を複雑で判りにくくしている状況を改めるた

め、階層化された明解な性能基準体系（上位の法令で規制の目的及び要求性能を規定し

た上で、当該性能を満たす構造方法･材料であることを検証するための方法や性能を有

することが認められた適合仕様などは下位の法令で規定し、技術開発の進展等に対応し

て見直していく仕組みとする観点から、例えば法律に規制目的、政令に要求性能、告示

に検証方法・適合仕様が規定されている体系とする等）への移行を図る。このため、以
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下の点について検討すべきである。 

 集団規定も含め各基準の趣旨（目的及び要求性能）を明確化するとともに、産学官

等関係主体の知見を集約し、性能の検証方法、適合仕様の検討をあらかじめ進めて

おく必要がある。 

 建築関連技術の発展、社会的要請の高度化、建築物の活用形態の多様化等に対応し

た民間主体の取組を技術基準に円滑に反映させるため、新技術の活用や各種ニーズ

に対応した良質な建築物整備に向けた民間の取組の円滑化が図られる基準体系とな

るよう、民間の取組を評価し、検証方法、適合仕様等として性能基準体系の中で位

置づける認定・承認等の仕組みのあり方について検討する必要がある。 

 高度化する装置・設備等の性能確保に向け、材料・部品等の製造・加工段階を含め

た適切な品質管理を確保する仕組み及び昇降機、遊戯施設等に係る保守点検･運行管

理などソフト面での適切な対応を確保する枠組み（基準･審査体系及び調査･監督等）

についても検討する必要がある。 

 ハード面での対策が中心となっている現行の建築法体系の中に、ソフト面での対策

をいかに組み込むべきかは建築基準法にとらわれることなく検討する必要がある。 

【地域の実情を踏まえた規制のあり方】 

地域の実情を建築規制により的確に反映できるよう、基準整備や審査･検査に係る特定

行政庁（及び建築主事）の役割･責任範囲のあり方について再検証する。このため、以

下の点について検討すべきである。 

 違反建築物に対する行政指導件数が年間 5000 件を超える中、限られた体制の中で行

政庁固有の業務である違反建築物対策、景観行政等の充実強化が求められているこ

とから、建築規制に関し地域に委ねる範囲の見直しに関しては的確な執行体制の確

保に配慮しつつ検討する必要がある。 

 集団規定の内容及び規制方法に関し都市計画あるいは各市町村の政策判断に委ねる

提案に関しては、民間機関も審査可能な単体規定関連手続きとの二重化や体制整備、

安全性等と異なり強制力を本来持たせにくい部分に関する計画制度の見直しの必要

性などについて検討する必要がある。なお、単体規定も行政庁毎に基準を設定し許

可制とする提案もなされたが、安全性等単体規定に関し地域毎に異なる趣旨の基準

が設定され、対応を求められるのは非効率であると指摘された。 

 

(2) 整備段階に係る規制手法、資格制度の再検証 

① 確認検査制度の再検証 

【確認検査の的確な実施体制の整備】 

民間機関、行政庁による的確な審査検査の実施確保に向け、体制を整備する。このため、

以下の点について検討すべきである。 

 民間機関においては、競争環境下での適切な審査検査の実施確保が課題として指摘さ

れていることを踏まえ、民間機関が発注者（建築主）の意向に左右されることなく、適

切な審査検査を実施できる環境整備のあり方について検討する必要がある。 
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 行政庁の場合には、限られた体制･経験の中での適切な対応の確保や審査能力の確保

向上を図る方策を、十分な審査能力・体制の確保が困難な場合の取扱いを含めて検

討する必要がある。 

 高度な検証法を使用する計画や専門性の高い分野に関し、通常の審査検査体制では対

応が困難と審査側が回答していることを踏まえ、そのような分野に関しどのような専門家

をいかに活用し、的確な審査･検査体制を構築するか具体的に検討する必要がある。 

【構造計算適合性判定及び計画変更手続きの再検証】 

構造計算適合性判定を含む確認検査のあり方に関し、審査及び施工段階の品質管理の

実態に即して再検証を行う。このため、以下の点について検討すべきである。 

 構造計算適合性判定に関しては、適用対象、方法の見直しを求める意見と、見直しに慎

重な意見の双方が存在することを踏まえ、構造計算ルート等に応じた審査の難易度及

び審査側の対応可能範囲などを勘案しつつ、構造計算の法適合性確認の的確かつ効

率的な実施に向け、制度のあり方を検討する必要がある。 

 着工後の計画変更に係る手続については、施工段階で決定することが多い事項につ

いては確認審査の対象外とし、検査において変更計画内容及び実際の工事内容の法

適合を確認する制度に見直すべきとの提案がなされていることなどを踏まえ、施工

段階における設計内容の調整･確定、設計内容と施工内容の同一性確保等品質管理の

実態を調査した上で、完成した建築物及びその敷地の法適合性確認の的確かつ効率

的な実施に向け、現場における変更計画内容に係る迅速な適合性チェックの可能性

や不適合事項の発見時の是正容易性等も考慮しつつ、確認制度と検査制度における

審査・検査事項のあり方について検討する必要がある。 

【違反建築物対策】 

 違反建築物の防止に向け、現行の刑罰と行政処分の実効性・軽重等を比較衡量し、バラ

ンスのとれた刑罰と行政処分のあり方について検討する必要がある。 

 

② 資格制度の再検証 

整備される建築物のデザイン、構造･仕様、機能等を規定することとなる設計の品質は建

築物の質を大きく左右することから、意匠・構造・設備図面間の不整合の防止等設計段階に

おける的確な品質管理の実施に向け、建築士事務所におけるチェック体制の強化及び個々

の建築士の資質向上を推進する。特に組織内でのチェック体制の構築が困難な零細な組織

における個々の建築士の資質確保のあり方について再検証する。このため、以下の点につ

いて検討すべきである。 

 設計図書間の不整合や確認申請図書と施工内容の相違等確認検査の際に指摘を受け

ている問題が生じないよう、的確な品質管理に日頃から努めることが重要である。このた

め、建築士事務所における業務の適正化が図られるよう、設計図書のチェック等を適切に

行うための業務のあり方について検討し、その内容を建築士事務所開設者に対する業務

運営研修や所属建築士に対する定期講習の内容に盛り込むなど業務の適正化方策を検

討する必要がある。 
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 零細な組織内の資格者が資質向上に努める動機付けを付与するためには、当該資格者

の定期講習の受講状況等、資質向上に向けた取組状況が社会的に評価される環境の整

備が有効と考えられる。所属建築士の定期講習の受講状況等が記載された業務報告書

の閲覧制度の開示請求件数は多くないものの、開示される可能性自体が講習受講等資

質向上に努める動機づけとなるとの指摘もあったことから、資格者の資質向上に向

け、講習内容及び受講状況等の関連情報開示の充実強化方策を検討する必要がある。 

 研修、懲戒、苦情解決業務等の資格者団体の取組についても、資格者の資質確保を図る

観点から充実させる必要がある。特に資格者の業務実績等の情報提供など、資格者が資

質確保・向上に取り組む動機付けとなる取組の強化方向に関し検討を行い、資格者

全体の資質確保･向上に資する仕組みとなるよう、指導方向に関し検討する必要があ

る。 

 より高度な資質の確保に向け、資格を新設すべきとの提案もなされたが、資質の向上は

資格の細分化･新設ではなく、市場機能の活用等で対応すべきと指摘された。 

 

(3) 利用段階における的確な品質管理確保方策の再検証 

建築ストックが充実・成熟化する中で、建築ストックの質の確保方策を重視し、フロ

ーよりもストックを主眼とする施策体系を構築する必要性が指摘されたことを踏まえ、

適切な維持保全、改修工事等の実施を担保する観点から関連規制体系を再検証する。具

体的には以下の点について検討すべきである。 

【所有者等による適切な維持保全・改修等のための環境整備】 

 適切な維持保全･改修を通じ建築ストックの不良化を防止するためには、定期調査報告･

定期検査報告の結果や専門家のアドバイス等を踏まえ、所有者が必要な修繕の内容、時

期等を判断し、計画的な維持保全等に取り組む環境を整備する必要がある。関連してスト

ックの実際に有している性能をセンサー等により計測･記録し、当該データに基づき的確な

維持保全・改修を課す仕組みも提案された。このため、所有者等が建築物の質に関する

正確な情報に基づき的確に維持保全等に取り組む環境の整備に向け、建築物の質等に

関する情報の提供や必要な修繕等に関するアドバイスなどを担う人材の育成、専門

家の資質が二極化する中で資格・保険等を通じ的確に選択できる仕組みの構築、さ

らには建築の専門家が建主等に新築等の機会を含め適切な選択行動等を支援する立

場から適切なアドバイス等を行うことがビジネスとして成立する環境整備のあり方

を検討する必要がある。 

 リフォーム等を通じたストックの質の向上が円滑化されるよう、増改築等に係る建

築規制のあり方について検討する必要がある。 

 不適切なリフォーム工事の防止に向け、実態を踏まえた事業者の選択・活用が図ら

れる仕組みを業規制や資格制度の見直しにより構築することについて検討する必要

がある。この場合、当該見直しがストック投資意欲をそぐことのないよう、制度設

計上配慮する必要がある。なお、リフォーム等ストックの適切な維持保全等に向け

た投資を喚起するインセンティブのあり方等については、建築法体系のあり方とは
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別途検討が必要と指摘された。 

【不良化した建築ストックの解消に向けた環境整備】 

 不良化した建築ストックの解消に向けては、新築・改修等の工事機会をとらえて質

を確保するフローベースの施策と異なる発想で対応する必要があり、所有者による

解消に向けた取組を促進するため、維持保全に係る意思・能力を有する所有者への

権利集約を円滑化する仕組みを導入する、不良化した建築ストックを放置した場合

に更地の場合よりも税負担等を強化する、あるいは空家再生等の取組に対し支援を

行うことなどの提案があった。このうち保有コストを引き上げる仕組みは実効性の

ある徴収システムをいかに構築するかが課題となる。経常的に徴収作業が発生しな

い仕組みとして、事故時に維持保全状況に応じた額を徴収する仕組みも提案された

が、その場合も所有者がまとまった額を負担できないおそれがあるとの指摘がなさ

れ、あらかじめ解体除却費用を確保する仕組み等も提案された。実効性のある仕組

みの構築に向け、建築法体系の見直しと並行して検討する必要がある。 

【昇降機・遊戯施設に係る事故等に係る制度の検討】 

 昇降機･遊戯施設に関しては、製造段階における問題が顕在化した際の関連機種全体

に対する迅速な対応の確保及び利用段階における適切な保守点検･運行管理の徹底

が安全性の確保上肝要である。このため、昇降機、遊戯施設の製造・保守点検･運行

管理に起因する事故が発生した場合に、同種の製品や保守点検･運行管理業者の現状

を把握し、改善指導やリコール等の速やかな実施を確保する等、製造･保守点検･運

行管理業者を調査･監督する仕組みをいかに構築するか検討する必要がある。この場

合、より機動的な事故原因究明体制の確保に向け、国等事故調査機関の調査権限の

あり方についても検討する必要がある。 

 

(4) 建築基本法の検討 

一般に基本法においては、目的、基本理念、関係者の責務、基本的施策などが規定され

ることが多く、建築基本法に関しては、建築物の質の確保・向上に向け、建築の理念、関係

者の責務、関係法の見直し方向等を示すものとして制定を求める意見や、民間の取組が基

準体系に円滑に取り込める仕組みの構築に向け機能することを期待する意見が提起された。

建築基本法は単なる理念法ではなく、関係法や関連制度の見直しに向けた指標等として機

能することが期待されていることから、以下の点について検討すべきである。 

 建築法体系の基本的見直しに係る上記の検討と併せて、法体系の見直し方向に関する

指針等として機能する建築基本法の制定について検討する必要がある。 

 この場合、現行法体系に単に屋上屋を重ねるような法律として建築基本法を法制化すべ

きではないとの指摘があったことを踏まえて検討する必要がある。 

 なお、建築の理念、関係者の責務等を規定した純粋な理念法として建築基本法を制

定することに関しては、サブリミナルな効果を期待する指摘があった一方で、建築

のあり方等理念のみ規定することの意義を疑問視する意見が提起されたことも踏ま

えて検討する必要がある。 
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Ⅳ おわりに 

 本勉強会においては建築法体系の現状について多くの課題が指摘された。それらの課題

に対応するために整理した建築規制等の目指すべき基本的方向と関連検討課題を踏まえ、

今後は建築法体系の具体的な見直し・再編方向等を建築実務者や消費者･利用主体などの

関係者も交えて検討すべきである。 

 また、今回は建築規制等を中心に検討がなされたが、不適切な住宅リフォーム工事の防

止に向けた建設業法などの関係法令の見直しや、不良化した建築ストックの解消に向け

た税制の見直しなど、建築規制等以外の仕組みについても関連して見直しが必要との指

摘がなされた。指摘内容については関係方面に働きかけ、必要な検討が併せて進められ

るよう努めるべきである。 

 


